
令和５年度

福祉･介護職員処遇改善等の取り組み

社会福祉法人上口福祉会 まがたま



１．福祉･介護職員処遇改善

実 施 期 間 令和５年４月～令和６年３月

賃金の改善

①人事考課を実施し、人事考課と連動した基本
給および賞与の昇給を行います

②基本給 〔評価〕Ａ：＋２号俸、Ｂ：＋１号俸、Ｃ：
昇給なし

③賞 与 翌年度の賞与及び特別手当の支給
係数に反映します

※ 年齢、勤続年数、勤務態度、常勤換算数等を

考慮します



２．福祉･介護職員特定処遇改善
実施期間 令和５年４月～令和６年３月

賃金の改善 特定処遇改善手当（年３回支給）

障害福祉人
材の考え方

(Ａ)経験･技能のある障害福祉人材
・勤続：10年以上
・職種：生活支援員､世話人､保育士､児童指導員

・資格：介護福祉士、社会福祉士、保育士、サビ
管の有資格者で現に実務にあたっている者

(Ｂ)他の障害福祉人材

・上記以外の生活支援員､世話人､保育士､児童
指導員

(Ｃ)その他の職種
・年収440万以下の事務員、調理員、看護職員



特定加算に
よる配分比
率

(Ａ)：(Ｂ)：(Ｃ)＝1.5以上 ： 1 ： 0.5
※ 常勤換算数に応じて配分

令和 5年度

の賃金改善
見込

平均月額
(Ａ) ８，８０３円
(Ｂ) ５，８６９円
(Ｃ) ２，９３４円



３．職場環境等改善の取組み

（1）キャリアパス要件

①福祉･介護職員の任用における職位、職責または
職務内容を定めています

②職位や職責、または職務内容に応じた賃金体系
を定めています

③これらは就業規則に定められており、いつでも誰
でも見ることができます（外部への持ち出しは禁止
しています）

④正規職員への登用制度があります



（2）入職促進に向けた取組み

①法人や事業所の経営理念や運営成方針、事業計
画、その実現のための施策・仕組みなどを明確に
し共有します

②他業種からの転職、高齢者雇用、障害者雇用、経
験や資格の有無、ＵＩターンなど、幅広い人材の採
用に取り組みます

③体験実習の受入れや地域行事への参加を通じて
障害福祉への理解促進と職業の魅力向上に取り
組みます



（3）資質の向上やキャリアアップに向けた支援

①働きながら介護福祉士や、より専門性の高い支援
技術の取得を目指す方に対する受講支援に取り
組みます（勤務シフトの調整、受講費援助等）

⚫ 初任者研修、実務者研修、喀痰吸引研修、強
度 行 動 障 害 支 援 者 養 成 研 修 、
サービス提供責任者研修、中堅職員に対する
マネジメント研修等

②「知的障害援助専門員養成通信教育」の受講者を
公募し作文により選考します（2名）

③研修の受講やキャリア段位制度と人事考課が連
動します

④エルダー制度を導入しています



（4）両立支援･多様な働き方の推進

①子育てや家族等の介護と仕事の両立を目指す方
のために、勤務時間やシフトの柔軟な対応や、育
児制度や介護休暇制度等の活用を推進していま
す

②職員の事情等に応じた勤務シフトや短時間正規
職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職
員か正規職員への柔軟な転換に努めています

③有給休暇が取得しやすい環境の整備に努めてい
ます

④業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相
談窓口を設置しています



（5）腰痛を含む心身の健康管理

①福祉･介護職員の身体の負担軽減のための介護
技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護
機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施
に努めます

②雇用管理改善のために管理者に対して研修等を
実施します

⚫ 労働･安全衛生法規、休暇･休職制度に係る
研修

③事故・トラブルへの対応マニュアル等を作成します



（6）生産性向上のための業務改善

①タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機
器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業
務量の縮減に努めます

⚫ 特殊浴槽、ターミナルケアモニター、センサー、
Ｊ－ＭＯＴＴＯ、防犯カメラ、等

②高齢者の方が活躍できる環境を整えます（居室や
フロア等の掃除、洗濯、食事の配膳、下膳などの
ほか、経理や労務、など介護業務以外の業務の
提供）等による役割分担）

③５Ｓ活動（整理･整頓･清掃･清潔･習慣の頭文字を
とったもの）等を実践し職場環境の整備に取り組
みます



④ 業務手順書の作成や、記録･報告様式の工夫等
による情報共有や作業負担の軽減化を進めます

⚫ 携帯マニュアルの貸与、ＢＣＰの見直し、Ｊ－
ＭＯＴＴＯによる文書管理等

⑤ 安全衛生委員会を定期開催し職員の健康と安全
に資するよう努めます

⚫ 有給休暇取得の推進、時間外労働の是正、
労災への対策、５Ｓ活動の取組み、メンタルヘ
ルスチェックの実施、ハラスメント対策、定期
健康診断

⑥ 日常の健康維持･増進

⚫ 乳飲料や乳製品の支給（熱中症対策、感染症
の予防対策等）



（7）やりがい･働きがいの構成

① ミーティング等による職場内コミュニケーションの
円滑化による個々の福祉･介護職員の気づきを
踏まえた勤務環境や支援内容の改善

② 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の
実施

③ 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の
理念等を定期的に学びます

④ 独自のステップアップノートを活用し、定期的な自
己評価と所属長のフォローを行います

⑤ その年に組織等への貢献があった職員に対し特
別表彰･施設長表彰をします



4．ベースアップ等支援

実施期間 令和５年４月～令和６年３月

賃金の改善

① ベースアップ支援手当（毎月支給）

(Ａ)福祉･介護職員 4,000～9,000円

(Ｂ)その他の職員 2,000～7,000円

② 賞与

⚫ 当該加算による収入が当該手当の支給額
を上回る時はその差額を賞与の引き上げ
により職員に配分する

⚫ 勤務年数、資格、勤務態度、常勤換算等を
考慮し各人ごとに定める



実施期間 令和５年４月～令和６年３月

福 祉･介 護
職員とその
他の職員に
ついて

(Ａ)福祉･介護職員
⚫ 職種：生活支援員、世話人、保育士、児童
指導員

⚫ 資格：介護福祉士、社会福祉士、保育士、
サビ管の有資格者で現に実務にあたってい
る者

(Ｂ)その他の職員
⚫ 事務員、調理員、相談支援専門員、看護職
員、栄養士･管理栄養士、管理者
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